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(57)【要約】
【課題】低いインピーダンスを有するパッケージ型の電
気二重層コンデンサを提供する。
【解決手段】第１の端子１５は、第１のセル１ｃ１の第
２のセル１ｃ２と隣り合う角部であって、第１の方向に
対して垂直な第２の方向の一方側の角部である第１の角
部１Ｃ１においてパッケージ１ｃから引き出されている
。第２の端子１６は、第１の角部１Ｃ１の第１の端子１
５よりも第１の方向における外側の部分においてパッケ
ージ１ｃから引き出されている。第３の端子１７は、第
２のセル１ｃ２の第１のセル１ｃ１と隣り合う角部であ
って、第１の角部１Ｃ１と隣り合う第２の角部１Ｃ２に
おいてパッケージ１ｃから引き出されている。第４の端
子１８は、第２の角部１Ｃ２の第３の端子１７よりも第
１の方向における外側の部分においてパッケージ１ｃか
ら引き出されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１及び第２の端子を有し、矩形状の第１の電気二重層コンデンサ素子と、
　前記第１の電気二重層コンデンサ素子に対して第１の方向の一方側に配されており、第
３及び第４の端子を有する矩形状の第２の電気二重層コンデンサ素子と、
　前記第１の電気二重層コンデンサ素子が封入された矩形状の第１のセルと、前記第２の
電気二重層コンデンサ素子が封入された矩形状の第２のセルとを有するパッケージと、
　前記第１及び第２のセルのそれぞれに充填された電解液と、
を備え、
　前記第１の端子は、前記第１のセルの前記第２のセルと隣り合う角部であって、前記第
１の方向に対して垂直な第２の方向の一方側の角部である第１の角部において前記パッケ
ージから引き出されており、
　前記第２の端子は、前記第１の角部の前記第１の端子よりも前記第１の方向における外
側の部分において前記パッケージから引き出されており、
　前記第３の端子は、前記第２のセルの前記第１のセルと隣り合う角部であって、前記第
１の角部と隣り合う第２の角部において前記パッケージから引き出されており、
　前記第４の端子は、前記第２の角部の前記第３の端子よりも前記第１の方向における外
側の部分において前記パッケージから引き出されている、電気二重層コンデンサ。
【請求項２】
　前記第１の方向が前記第１及び第２の電気二重層コンデンサ素子の長手方向と平行であ
る、請求項１に記載の電気二重層コンデンサ。
【請求項３】
　前記第１の電気二重層コンデンサ素子は、互いに対向する第１及び第２の電極を有し、
　前記第１及び第２の電極は、それぞれ、
　矩形状の第１の電極本体と、
　前記第１の角部に位置しており、前記第１の電極本体から前記第２の方向の一方側に向
かって延びており、前記第１または第２の端子に接続されている第１の延設部と、
　前記第１のセルの前記第１の方向における他方側であって前記第２の方向における一方
側に位置している第３の角部に位置しており、前記第１の電極本体から前記第２の方向の
一方側に向かって延びる第２の延設部と、
　を含み、
　前記第２の電気二重層コンデンサ素子は、互いに対向する第３及び第４の電極を有し、
　前記第３及び第４の電極は、それぞれ、
　矩形状の第２の電極本体と、
　前記第２の角部に位置しており、前記第２の電極本体から前記第２の方向の一方側に向
かって延びており、前記第３または第４の端子に接続されている第３の延設部と、
　前記第２のセルの前記第１の方向における一方側であって前記第２の方向における一方
側に位置している第４の角部に位置しており、前記第２の電極本体から前記第２の方向の
一方側に向かって延びる第４の延設部と、
　を含む、請求項１又は２に記載の電気二重層コンデンサ。
【請求項４】
　前記パッケージの前記第２の方向の一方側端辺に沿った封止部の幅をＬ１とし、
　前記パッケージの前記第１のセルと前記第２のセルとの間に位置する封止部の幅をＬ２
としたときに、
　Ｌ１＞Ｌ２
　が満たされる、請求項１～３のいずれか一項に記載の電気二重層コンデンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気二重層コンデンサに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば携帯電話機などの種々の電子機器にコンデンサが広く用いられている。コ
ンデンサとしては、例えば特許文献１に記載のような電気二重層コンデンサ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｉｃ　ｄｏｕｂｌｅ－ｌａｙｅｒ　ｃａｐａｃｉｔｏｒ：ＥＤＬＣ）が知られている。
電気二重層コンデンサは、二次電池とは異なり、充放電に際して化学反応を伴わないため
、長い製品寿命を有するというメリット、大電流で短時間のうちに充放電させることがで
きるというメリットなどを有する。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、パッケージ型の電気二重層コンデンサが記載されている。特
許文献１に記載の電気二重層コンデンサは、パッケージ内に２つのセルが設けられており
、各セルに素子が封入されている。各素子は、矩形状であり、短手方向に配列されている
。２つの素子から延びる合計４本の端子は、均等に配されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２９６５２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載されているようなパッケージ型の電気二重層コンデンサにおいて、イ
ンピーダンスの上昇を抑制したいという要望がある。
【０００６】
　本発明の主な目的は、低いインピーダンスを有するパッケージ型の電気二重層コンデン
サを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る電気二重層コンデンサは、矩形状の第１の電気二重層コンデンサ素子と、
矩形状の第２の電気二重層コンデンサ素子と、パッケージと、電解液とを備える。第１の
電気二重層コンデンサ素子は、第１及び第２の端子を有する。第２の電気二重層コンデン
サ素子は、第１の電気二重層コンデンサ素子に対して第１の方向の一方側に配されている
。第２の電気二重層コンデンサ素子は、第３及び第４の端子を有する。パッケージは、矩
形状の第１のセルと、矩形状の第２のセルとを有する。第１のセルには、第１の電気二重
層コンデンサ素子が封入されている。第２のセルには、第２の電気二重層コンデンサ素子
が封入されている。電解液は、第１及び第２のセルのそれぞれに充填されている。第１の
端子は、第１のセルの第２のセルと隣り合う角部であって、第１の方向に対して垂直な第
２の方向の一方側の角部である第１の角部においてパッケージから引き出されている。第
２の端子は、第１の角部の第１の端子よりも第１の方向における外側の部分においてパッ
ケージから引き出されている。第３の端子は、第２のセルの第１のセルと隣り合う角部で
あって、第１の角部と隣り合う第２の角部においてパッケージから引き出されている。第
４の端子は、第２の角部の第３の端子よりも第１の方向における外側の部分においてパッ
ケージから引き出されている。上記構成によれば、第１の端子と第３の端子とを近接させ
ることができるため、等価直列抵抗を低くすることができる。また、各電気二重層コンデ
ンサ素子の負極端子と正極端子とを近接させることができる。このため、負極端子の周囲
に生じる磁界と、正極端子に生じる磁界とが打ち消し合う。その結果、本発明に係る電気
二重層コンデンサに高周波や交流電力が印加された場合であってもインピーダンスが低い
。
【０００８】
　本発明に係る電気二重層コンデンサでは、第１の方向が第１及び第２の電気二重層コン
デンサ素子の長手方向と平行であってもよい。
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【０００９】
　本発明に係る電気二重層コンデンサでは、第１の電気二重層コンデンサ素子は、互いに
対向する第１及び第２の電極を有し、第１及び第２の電極は、それぞれ、矩形状の第１の
電極本体と、第１の角部に位置しており、第１の電極本体から第２の方向の一方側に向か
って延びており、第１または第２の端子に接続されている第１の延設部と、第１のセルの
第１の方向における他方側であって第２の方向における一方側に位置している第３の角部
に位置しており、第１の電極本体から第２の方向の一方側に向かって延びる第２の延設部
とを含み、第２の電気二重層コンデンサ素子は、互いに対向する第３及び第４の電極を有
し、第３及び第４の電極は、それぞれ、矩形状の第２の電極本体と、第２の角部に位置し
ており、第２の電極本体から第２の方向の一方側に向かって延びており、第３または第４
の端子に接続されている第３の延設部と、第２のセルの第１の方向における一方側であっ
て第２の方向における一方側に位置している第４の角部に位置しており、第２の電極本体
から第２の方向の一方側に向かって延びる第４の延設部とを含んでいることが好ましい。
この構成によれば、延設部が設けられている部分に電解液溜まりが形成されるため、経時
変化に伴い、正極と負極との間の電解液が蒸発した場合でも、電解液溜まり部分から、正
極と負極との間に電解液が供給されるため、正極と負極との間の電解液が不足しにくくな
る。
【００１０】
　本発明に係る電気二重層コンデンサでは、パッケージの第２の方向の一方側端辺に沿っ
た封止部の幅をＬ１とし、パッケージの第１のセルと第２のセルとの間に位置する封止部
の幅をＬ２としたときに、Ｌ１＞Ｌ２が満たされることが好ましい。この場合、第１の内
部電極と第２の内部電極との対向面積を大きくでき、大容量、低抵抗の実現と長寿命を両
立することができる。具体的には、Ｌ１を大きくすると電解液の蒸発速度が遅くなるので
、電気二重層コンデンサの寿命を延ばすことができる。これに対し、Ｌ２は電解液の蒸発
に影響しない。したがって、L２は極力小さくすることで、広い電極面積を確保できる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、低いインピーダンスを有するパッケージ型の電気二重層コンデンサを
提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態に係る電気二重層コンデンサの模式的断面図である。
【図２】本発明の一実施形態における電気二重層コンデンサ素子の模式的断面図である。
【図３】本発明の一実施形態における正極の模式的平面図である。
【図４】本発明の一実施形態における負極の模式的平面図である。
【図５】第１の変形例における正極の模式的平面図である。
【図６】第１の変形例における負極の模式的平面図である。
【図７】第２の変形例における正極の模式的平面図である。
【図８】第２の変形例における負極の模式的平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施した好ましい形態の一例について説明する。但し、下記の実施形態
は、単なる例示である。本発明は、下記の実施形態に何ら限定されない。
【００１４】
　また、実施形態等において参照する各図面において、実質的に同一の機能を有する部材
は同一の符号で参照することとする。また、実施形態等において参照する図面は、模式的
に記載されたものである。図面に描画された物体の寸法の比率などは、現実の物体の寸法
の比率などとは異なる場合がある。図面相互間においても、物体の寸法比率等が異なる場
合がある。具体的な物体の寸法比率等は、以下の説明を参酌して判断されるべきである。
【００１５】
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　図１は、本実施形態に係る電気二重層コンデンサの模式的断面図である。
【００１６】
　図１に示す電気二重層コンデンサ１は、パッケージ１ｃに封入された第１の電気二重層
コンデンサ素子１ａと、第２の電気二重層コンデンサ素子１ｂとを備えている。第１及び
第２の電気二重層コンデンサ素子１ａ、１ｂは、それぞれ、長手方向がｘ軸方向（第１の
方向）と平行な矩形状である。第１の電気二重層コンデンサ素子１ａと、第２の電気二重
層コンデンサ素子１ｂとは、ｘ軸方向に沿って配されている。このため、パッケージ１ｃ
も、長手方向がｘ軸方向と平行な矩形状である。
【００１７】
　パッケージ１ｃには、矩形状の第１のセル１ｃ１と、ｘ軸方向において第１のセル１ｃ
１と隣り合う矩形状の第２のセル１ｃ２とが設けられている。第１のセル１ｃ１に第１の
電気二重層コンデンサ素子１ａが封入されている。第２のセル１ｃ２に第２の電気二重層
コンデンサ素子１ｂが封入されている。
【００１８】
　各セル１ｃ１，１ｃ２には、電解液が充填されている。電解液は、陽イオンと、陰イオ
ンと、溶媒とを含む。好ましく用いられる陽イオンとしては、例えば、テトラエチルアン
モニウム塩などが挙げられる。好ましく用いられる陰イオンとしては、例えば、四フッ化
ホウ酸イオン（ＢＦ４

－）や、ビストリフルオロメチルスルホニルイミド（（ＣＦ３ＳＯ

２）２Ｎ－）などが挙げられる。好ましく用いられる溶媒としては、プロピレンカーボネ
ート、エチレンカーボネート、ジエチルカーボネート、ジメチルカーボネートなどのカー
ボネート化合物、ニトリル化合物、水などの水系溶媒などが挙げられる。
【００１９】
　電解液は、例えば、架橋性のゲル電解液やイミダゾール化合物からなるイオン液体であ
ってもよい。
【００２０】
　本実施形態では、第１の電気二重層コンデンサ素子１ａと、第２の電気二重層コンデン
サ素子１ｂとは、同様の電気二重層コンデンサ素子２により構成されている。図２に電気
二重層コンデンサ素子２の模式的断面図を示す。
【００２１】
　図２に示すように、電気二重層コンデンサ素子２は、負極１１と、正極１２と、セパレ
ータ１３と、接着層１４とを有する。負極１１と正極１２とのうちの一方が、第１又は第
３の電極を構成しており、他方が第２又は第４の電極を構成している。
【００２２】
　負極１１と正極１２とは、セパレータ１３を介して対向している。具体的には、複数の
負極１１と複数の正極１２とが、セパレータ１３を介して交互に積層されている。
【００２３】
　負極１１は、負極側集電極１１Ａを備えている。負極側集電極１１Ａは、例えば、アル
ミニウム箔等により構成することができる。負極側集電極１１Ａの厚みは、例えば、１０
μｍ以上３０μｍ以下程度とすることができる。負極側集電極１１Ａの上には、負極側分
極性電極１１Ｂが設けられている。詳細には、負極側集電極１１Ａの主面のうち、正極１
２と対向する主面の上にのみ負極側分極性電極１１Ｂが設けられている。負極側分極性電
極１１Ｂの厚みは、例えば、１０μｍ以上３０μｍ以下程度とすることができる。負極側
分極性電極１１Ｂは、例えば、カーボン等により構成することができる。
【００２４】
　図３に示すように、負極１１は、矩形状の負極本体１１ａを有する。この負極本体１１
ａが正極１２とセパレータ１３を介して対向している。負極本体１１ａのｘ軸方向(第１
の方向)におけるｘ１側であって、ｙ軸方向（第２の方向）におけるｙ１側の角部からは
、ｙ１側に向かって延びる矩形状の延設部１１ｂが接続されている。一方、負極本体１１
ａのｘ軸方向におけるｘ２側であって、ｙ軸方向におけるｙ１側の角部からは、ｙ１側に
向かって延びる矩形状の延設部１１ｃが接続されている。
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【００２５】
　図２及び図４に示す正極１２は、正極側集電極１２Ａを備えている。正極側集電極１２
Ａは、例えば、アルミニウム箔等により構成することができる。正極側集電極１２Ａの厚
みは、例えば、１０μｍ以上３０μｍ以下程度とすることができる。
【００２６】
　正極側集電極１２Ａの上には、正極側分極性電極１２Ｂが設けられている。詳細には、
正極側集電極１２Ａの主面のうち、負極１１と対向する主面の上にのみ正極側分極性電極
１２Ｂが設けられている。正極側分極性電極１２Ｂの厚みは、例えば、１０μｍ以上３０
μｍ以下程度とすることができる。正極側分極性電極１２Ｂは、例えば、カーボン等によ
り構成することができる。
【００２７】
　図４に示すように、正極１２は、矩形状の正極本体１２ａを有する。この正極本体１２
ａが負極１１とセパレータ１３を介して対向している。正極本体１２ａのｘ軸方向のｘ１
側であって、ｙ軸方向のｙ１側の角部からは、ｙ１側に向かって延びる矩形状の延設部１
２ｂが接続されている。一方、正極本体１２ａのｘ軸方向におけるｘ２側であって、ｙ軸
方向におけるｙ１側の角部からはｙ１側に向かって延びる矩形状の延設部１２ｃが接続さ
れている。
【００２８】
　ｚ軸方向（厚み方向）において隣り合う負極１１と正極１２とは、接着層１４により接
着されている。
【００２９】
　図２に示すように、セパレータ１３は、隣り合う負極１１及び正極１２の間に設けられ
ている。セパレータ１３は、負極１１及び正極１２よりも大きな平板状である。このセパ
レータ１３により負極１１と正極１２とが隔離されている。セパレータ１３は、例えば、
複数の連続気泡を有する多孔質シートにより構成することができる。セパレータ１３には
、電解液が含浸している。
【００３０】
　第１及び第２のセル１ｃ１，１ｃ２は、それぞれ、角部１Ｃ１～１Ｃ４を有する。第１
の角部１Ｃ１は、ｘ軸方向のｘ１側であって、ｙ軸方向のｙ１側に位置している。第２の
角部１Ｃ２は、ｘ軸方向のｘ２側であって、ｙ軸方向のｙ１側に位置している。第３の角
部１Ｃ３は、ｘ軸方向のｘ１側であって、ｙ軸方向ｙ２側に位置している。第４の角部１
Ｃ４は、ｘ軸方向のｘ２であって、ｙ軸方向のｙ２側に位置している。
【００３１】
　図１に示すように、第１の電気二重層コンデンサ素子１ａでは、負極１１の延設部１１
ｂと、正極１２の延設部１２ｂとが第１の角部１Ｃ１に位置している。延設部１２ｂは、
延設部１１ｂよりもｘ軸方向の外側（ｘ２側）に位置している。負極１１の延設部１１ｃ
と、正極１２の延設部１２ｃとが第２の角部１Ｃ２に位置している。延設部１１ｃは、延
設部１２ｃよりもｘ軸方向の内側（ｘ１側）に位置している。
【００３２】
　第２の電気二重層コンデンサ素子１ｂでは、負極１１の延設部１１ｃと、正極１２の延
設部１２ｃとが第２の角部１Ｃ２に位置している。延設部１１ｃは、延設部１２ｃよりも
ｘ軸方向の外側（ｘ１側）に位置している。負極１１の延設部１１ｂと、正極１２の延設
部１２ｂとが第１の角部１Ｃ１に位置している。延設部１２ｂは、延設部１１ｂよりもｘ
軸方向の内側（ｘ２側）に位置している。
【００３３】
　第１の電気二重層コンデンサ素子１ａの負極端子１５は、第１のセル１ｃ１の第１の角
部１Ｃ１において、負極１１の延設部１１ｂに接続されている。負極端子１５は、延設部
１１ｂからｙ軸方向のｙ１側に向かって延びている。負極端子１５は、パッケージ１ｃの
封止部１ｃ３を貫通して、第１のセル１ｃ１の外側にまで引き出されている。
【００３４】
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　第１の電気二重層コンデンサ素子１ａの正極端子１６は、第１のセル１ｃ１の第１の角
部１Ｃ１において、正極１２の延設部１２ｂに接続されている。正極端子１６は、延設部
１２ｂからｙ軸方向のｙ１側に向かって延びている。正極端子１６は、パッケージ１ｃの
封止部１ｃ３を貫通して、第１のセル１ｃ１の外側にまで引き出されている。
【００３５】
　第２の電気二重層コンデンサ素子１ｂの正極端子１７は、第２のセル１ｃ２の第２の角
部１Ｃ２において、正極１２の延設部１２ｃに接続されている。正極端子１７は、延設部
１２ｃからｙ軸方向のｙ１側に向かって延びている。正極端子１７は、パッケージ１ｃの
封止部１ｃ３を貫通して、第１のセル１ｃ１の外側にまで引き出されている。正極端子１
７と負極端子１５とは、接続材１９により電気的に接続されている。
【００３６】
　第２の電気二重層コンデンサ素子１ｂの負極端子１８は、第２のセル１ｃ２の第２の角
部１Ｃ２において、負極１１の延設部１１ｃからｙ軸方向のｙ１側に向かって延びている
。負極端子１８は、パッケージ１ｃの封止部１ｃ３を貫通して、第１のセル１ｃ１の外側
にまで引き出されている。
【００３７】
　以上説明したように、本実施形態では、隣り合う、第１のセル１ｃ１の第１の角部１Ｃ
１においてパッケージ１ｃから引き出された負極端子１５と、第１のセル１ｃ１の第１の
角部１Ｃ１と隣り合う第２のセル１ｃ２の第２の角部１Ｃ２においてパッケージ１ｃから
引き出された正極端子１７とが電気的に接続されている。このため、負極端子１５と正極
端子１７とを接続するための接続材１９を短くすることができる。従って、電気二重層コ
ンデンサ１の等価直列抵抗を低くすることができる。
【００３８】
　ところで、電気二重層コンデンサ１に電流が流れると、端子１５～１８の周囲に磁界が
発生し、電気二重層コンデンサ１の等価直列インダクタンスが大きくなる。等価直列イン
ダクタンスが大きい状態で、交流電力を印加すると、高周波域での電気二重層コンデンサ
のインピーダンスが上昇する。
【００３９】
　ここで、電気二重層コンデンサ１では、負極端子１５と正極端子１６とが、第１のセル
１ｃ１の第１の角部１Ｃ１において近接して設けられている。このため、負極端子１５の
周囲に生じた磁界と、正極端子１６の周囲に生じた磁界とが打ち消し合う。正極端子１７
と負極端子１８とが、第２のセル１ｃ２の第２の角部１Ｃ２において近接して設けられて
いる。このため、負極端子１８の周囲に生じた磁界と、正極端子１７の周囲に生じた磁界
とが打ち消し合う。また、負極端子１５と正極端子１７とも隣り合っているため、負極端
子１５の周囲に生じた磁界と、正極端子１７の周囲に生じた磁界とも打ち消し合い、等価
直列インダクタンスを小さくできる。従って、電気二重層コンデンサ１では、高周波域で
のインピーダンスの上昇が効果的に抑制されている。
【００４０】
　電気二重層コンデンサ１では、負極本体１１ａ及び正極本体１２ａのｙ１側に延設部１
１ｂ、１１ｃ、１２ｂ、１２ｃが設けられている。このため、第１及び第２のセル１ｃ１
，１ｃ２のそれぞれにおいて、負極本体１１ａ及び正極本体１２ａのｙ１側に電解液溜ま
りが形成される。このため、電解液がセル１ｃ１，１ｃ２から蒸発したり漏洩したとして
も、負極１１と正極１２との間の電解液が不足しにくい。従って、電気二重層コンデンサ
１は、長い寿命を有する。
【００４１】
　また、延設部１１ｂ、１２ｂが第１の角部１Ｃ１に設けられている一方、延設部１１ｃ
、１２ｃが第２の角部１Ｃ２に設けられている。このため、セル１ｃ１，１ｃ２内におけ
る電気二重層コンデンサ素子１ａ、１ｂの変位を抑制することができる。従って、延設部
１１ｂ、１１ｃ、１２ｂ、１２ｃや端子１５～１８にかかる応力を小さくできる。よって
、延設部１１ｂ、１１ｃ、１２ｂ、１２ｃや端子１５～１８が破断しにくい。また、パッ
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ケージ１ｃのシール部１ｃ３に隙間が生じにくいため、電解液の蒸発や漏洩を効果的に抑
制することができる。
【００４２】
　電気二重層コンデンサ１では、パッケージ１ｃのｙ軸方向のｙ１側の端辺に沿った封止
部の幅をＬ１とし、第１のセル１ｃ１と第２のセル１ｃ２との間に位置する封止部の幅を
Ｌ２としたときに、Ｌ１＞Ｌ２が満たされる。このため、第１の内部電極と第２の内部電
極との対向面積を大きくでき、大容量、低抵抗の実現と長寿命を両立することができる。
具体的には、Ｌ１を大きくすると電解液の蒸発速度が遅くなるので、電気二重層コンデン
サの寿命を延ばすことができる。これに対し、Ｌ２は電解液の蒸発に影響しない。したが
って、L２は極力小さくすることで、広い電極面積を確保できる。
【００４３】
　（第１の変形例）
　図５は、第１の変形例における正極の模式的平面図である。図６は、第１の変形例にお
ける負極の模式的平面図である。
【００４４】
　図５に示すように、負極１１は、負極本体１１ａのｘ軸方向におけるｘ２側の部分から
、ｙ軸方向のｙ２側に延びる延設部１１ｄを有する。図６に示すように、正極１２は、正
極本体１２ａのｘ軸方向におけるｘ１側の部分から、ｙ軸方向のｙ２側に延びる延設部１
２ｄを有する。本実施形態では、これら延設部１１ｄ、１２ｄがセパレータ１３と接着さ
れる。
【００４５】
　（第２の変形例）
　図７は、第２の変形例における正極の模式的平面図である。図８は、第２の変形例にお
ける負極の模式的平面図である。
【００４６】
　図７に示すように、負極１１は、負極本体１１ａからｙ軸方向のｙ２側に延びる複数の
延設部１１ｄ、１１ｅを有する。図８に示すように、正極１２は、正極本体１２ａからｙ
軸方向のｙ２側に延びる複数の延設部１２ｄ、１２ｅを有する。本実施形態では、これら
延設部１１ｄ、１１ｅ、１２ｄ、１２ｅがセパレータ１３と接着される。このように、セ
パレータ１３と接着される延設部を負極１１及び正極１２のそれぞれに対して複数設ける
ことにより電極やセパレータの剥離や折れ曲がりが発生することを抑制することができる
。電極やセパレータの剥離や折れ曲がりが発生することをより効果的に抑制する観点から
は、負極１１の延設部と、正極１２の延設部とを、ｘ軸方向に沿って交互に複数ずつ設け
ることがより好ましい。
【符号の説明】
【００４７】
１　電気二重層コンデンサ
１ａ　第１の電気二重層コンデンサ素子
１ｂ　第２の電気二重層コンデンサ
２　電気二重層コンデンサ素子
１ｃ　パッケージ
１ｃ１　第１のセル
１ｃ２　第２のセル
１ｃ３　シール部
１Ｃ１　第１の角部
１Ｃ２　第２の角部
１Ｃ３　第３の角部
１Ｃ４　第４の角部
１１　負極
１１Ａ　負極側集電極
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１１Ｂ　負極側分極性電極
１１ａ　負極本体
１１ｂ，１１ｃ，１１ｄ，１１ｅ　延設部
１２　正極
１２Ａ　正極側集電極
１２Ｂ　正極側分極性電極
１２ａ　正極本体
１２ｂ，１２ｃ　延設部
１３　セパレータ
１４　接着層
１５，１８　負極端子
１６，１７　正極端子
１９　接続材

【図１】 【図２】
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